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○各種会合 

マドリッド専門家会合 

 2012 年 7 月 2 日から 6 日にかけて、第 10 回マドリッド専門家会合がジュネーブで開催さ

れました。主な議題は、共通規則の改正、議定書第 9 条の 6 の見直し、翻訳の見直し、国

際登録の分割の導入などです。共通規則の改正が承認されマドリッド同盟総会に提出される

ことになりました。その他の議題に関しては今会合での合意は得られず次回以降に持ち越さ

れることになりました。本会合の作業文書などはこちらで確認できます。 

マドリッド専門家会合におけるラウンドテーブル会合 

 2012 年 7 月 5 日にマドリッド専門家会合の第 2 回ラウンドテーブル会合が開催され、関

係国の間でマドリッド制度における経験の共有がなされました。主なトピックスは、本国官

庁と国際事務局の役割（指定商品及びサービスの表示とその欠陥）、指定国官庁と国際事務

局の役割（リミテーションや保護認容声明）及びライセンスです。 

マドリッド同盟総会 

2012 年 10 月 1 日から 9 日にかけて、第 45 回マドリッド同盟総会がジュネーブで開催さ

れました。専門家会合からの共通規則の改正提案を受けて、2013 年 1 月 1 日から共通規則

第 7 規則、第 24 規則、第 40 規則が改正されることになりました。これらの改正の目的は

いまや適用されなくなった規定の整理を行うことにあります。本会合の作業文書などはこち

らで確認できます。 

○加盟国情報 

ニュージーランドの議定書への加盟 

 ニュージーランドが議定書に加盟し、2012 年 12 月 10 日から発効します。加盟に際して

同国は拒絶通報期間が 18 月になること、個別手数料を徴収すること、トケラウに関しては

適用されないこと、国際登録簿へのライセンスの記録は効力を生じないことなどを宣言して

います。詳しくはこちらをご参照ください。 

個別手数料の変更など 

コロンビア、タジキスタン及びオーストラリア 

○オンラインサービス 

ROMARINの一部変更 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25007
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26253
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26253
http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2012/news_0051.html


ROMARIN の Simple search に検索例を表示するようにしました。また、個別の国際登録の

ステータス情報の欄に、All, Granted, Refusal, Final Decision, No Longer Designated が追加され、

情報を確認しやすくなりました。 

○アウトリーチ活動 

WIPO及び ARIPOによるマドリッドシステムに関するリージョナルセミナー 

 2012 年 8 月 27 日から 29 日にかけて、WIPO と ARIPO (African Regional Intellectual Property 

Organization)の共催で、マドリッド制度に関するリージョナルセミナーが開催されました。

このセミナーでは、マドリッド協定議定書の加盟に向けて取るべき立法上の措置などに関す

る法的相談などが行われ、相互の協力関係の強化に大きな貢献をしました。 

中国商標協会年次集会 

 2012 年 9 月 3 日から 5 日にかけて、第 8 回中国商標協会年次集会が中国の昆明において

開催され、マドリッドシステムに関するラウンドテーブル会合が開催されました。中国にお

けるマドリッド制度のプロモーション活動やその他重要な課題が意見交換されました。 

MARQUES年次会合 

 2012 年 9 月 18 日から 21 日にかけて、第 26 回MARQUES 年次会合がギリシャのアテネに

おいて開催されました。近年のマドリッド制度の進展、オンラインサービスの充実などを伝

える貴重な機会であり、展示エリアにはWIPO ブースも設けて広報活動できました。 

○マドリッド制度のコツ 

Goods & Services Manager (GSM) 

GSM は次の進化ステージに進むために、国際事務局における採択可能性にとどまらず、

指定国における採択可能性を情報提供する機能の開発に着手しました。実現すれば指定国か

らの指定商品又はサービスに関する表示の問題に基づく拒絶通報を予め避けることができる

ようになります。 

カスタマーサービスの営業時間 

紛らわしい請求書に関する注意 

セミナーの案内 

 2012 年 11 月 6 日から 7 日にかけて、第 47 回マドリッド制度セミナーがジュネーブにお

いて開催されます。参加希望者は事前申し込みが必要です。詳しくはこちらをご参照くださ

い。 

WIPOの休業日（2012年下半期） 

 9 月 6 日、10 月 25 日、12 月 25 日、12 月 26 日、12 月 31 日 

http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2012/news_0050.html

